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本日のテーマ

１，管理栄養士・栄養士の専門性とその評価

２，管理栄養士・栄養士の派遣制度

３，在宅（居宅）訪問栄養食事指導求められるキーポイント

４，診療報酬改定の中で・・・



１，管理栄養士・栄養士の専門性とその評価

１，管理栄養士・栄養士の専門性

【栄養士法】
第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を

用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。

②この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて管理栄養士の名称を

用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、

栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のため

の栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における

利用者の身体の状況、栄養状態,利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする

給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業と

する者をいう。(昭三七法一五八・平一二法三八・一部改正)



医療機関・介護福祉施設等に、なぜ管理栄養士が必要か？

【 令和６年度医療・介護・障害福祉サービス等報酬改定 】

●院内外の「リハビリ→栄養管理→口腔管理」の推進を中心とした、
多職種及び同職種間での連携の推進

●包括的社会実現に向けてのGLIM基準をはじめとした「標準的」
栄養管理の推進

加算取得のための栄養管理業務に、管理栄養士の配置が、必須

【新設】

１，地域包括医療病棟入院料

    ＋ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

２，リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

３，経腸栄養管理加算

４，栄養情報連携料

５，小児個別栄養食事管理加算

６，慢性腎臓病透析予防指導管理料

【見直し】

１、入院基本料（医療機関に管理栄養士１名配置

栄養管理体制整備

２，入退院支援加算

３，回復期リハビリテーション病棟入院料

GLIM基準による栄養評価

４，生活習慣病に係る医学管理料

２００床未満の病院および診療所

２０２５年７月１日

本会会員７９９人

管理栄養士６９３人
（８６，７％）

栄養士１０６人
（１３．３％）

（公社）日本栄養士会雑誌④2024年トリプル改定改変



●第一次予防分野「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養」が悪化！

令和4年度第2次鹿児島市健康増進計画の最終評価は・・・

※鹿児島県栄養士会の健康サポート活動

①すこやか長寿健康支援事業
②食育フェスタ（食育普及活動）
③県民公開講座
④市民健康まつり
⑤栄養110番（栄養相談）
⑥管理栄養士によるクッキング講座
⑦糖尿病重症化予防関連事業
⑧栄養の日イベント
⑨葉と口の健康習慣
⑩健診事業サポート業務

その他

まぎれもなく管理栄養士・栄養士の専門性とその評価のはず！



【栄養所要量】
不足による
健康障害

【食事摂取基準】
過剰による
健康障害

Double Burden
of Malnutrition

・健康増進
・生きる/育つための栄養
・疾病の予防
・健康寿命の延伸

・自然治癒力の助長
・治療方針に応じた食事療法
・栄養素としての栄養学
・入院時食事療養制度
・NST

1959年

現在

2005年

栄養障害の
二重負荷

日本の食の歴史



健康のために必要な食生活のギアチェンジ

出典：日本歯科医師会「歯科診療所におけるオーラルフレイル対応マニュアル」 出所：高齢者ケアに携わるすべての方へ『食べるにこだ
わるフレイル対策』（東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢）葛 谷雅文。
医事新報 4797「高齢者の栄養管理」p41-47 の図 4 から引用改変

フレイル
サルコペニア

生活習慣病予防 予防

働き盛りは、過食・運動
不足・ストレスなどで生活
習慣病の可能性を積み重ね
ているかも。
検診を受けて、予防の工夫
を考えて見る余裕が必要。

生活パターンの変化。
仕事の量も質も変わる
世代。
上手にコントロールしな
いと、健康障害発症の
可能性が・・・！

食事の準備もつらくなり
ます。外にでるのも、人と
お喋りするのも億劫に！
・食事の量も減少！
肉体的にも精神的にも 

  健康不安が・・・！
Global Nutrition Report:2018 Global Nutrition Report (2019)改変



栄養素⇒食品⇒食事
独占業務栄養指導

ど
の
職
域
に
い
て
も

管
理
栄
養
士
・栄
養
士
は
、

『
医
療
職
』

学校
研究教育
学校給食
健康教育

アレルギー・DM

研究教育
栄養に関する

教育・学びの提供
一般教養（常識）
“命を守る”

公衆衛生
（国・県・市町村）
地域包括ケア
生活習慣病予防
一般住民の
健康教育

医療
治療食の提供

疾病の予防・治療
重症化予防
再発防止
在宅訪問

フリーランス・
栄養関連企業等

健康増進
在宅医療

福 祉
保育園・高齢者施設
障害者施設の
食事の提供
健康管理

２，管理栄養士・栄養士の派遣制度

管理栄養士配置必須



１，栄養管理業務
入院：栄養管理計画書
退院：栄養情報提供書
病棟訪問

２，栄養食事指導 ①入院
②外来
③在宅
（居宅）
④集団

３，給食管理 ①直営
②委託

●医師との契約・
●医師からの栄養食事指導依頼箋があれば・・・

管理栄養士（栄養士）は栄養介入できる。

（厚労省方針）
行政栄養士および
各都道府県栄養士

会
栄養ケア・ステーション
登録管理栄養士
の活用を推奨

登録者

？？？人

【本会の現在の活動】

１，食事提供施設指導
県内１８施設

２，健診事業追加指導
県内６６件

３，管理栄養士派遣
栄養食事指導 ３人

４，薬局依頼健康講座 １０回

５，地域ケア会議市内１２回

６，その他・糖尿病・CKD重症化
予防研修会等



３，在宅（居宅）訪問栄養食事指導求められるキーポイント

【方針】
１，少子高齢化→在宅（居宅）療養医療の方向へ推進

２、 同一の保険医療機関において、２以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の

所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該２以上の指導
管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

【在宅（居宅）訪問栄養食事指導が拡大しなかった理由！
１，栄養管理 栄養素→食 豊かな食の産物→生活習慣病等
２，在宅（居宅）訪問栄養食事指導料

※診療報酬栄養指導料（抜粋） ・在宅（居宅）保険診療 ５１０点～５２４点
 ・外来 ・入院 （個別） ２６０点

※栄養食事指導料は入院・外来の２倍・・・それなのに実施件数は低迷！
・医療も介護も、医師（施設）との契約書が必要（施設等雇用の場合不要）
・医師の依頼箋の発行 ？？？？？！



管理栄養士・栄養士に求められること！
在宅（居宅）訪問栄養食事指導は、できること探し！

①体重測定の習慣

②BMI

③適量

④1回量

⑤食事のバランス

⑥調味料

⑦運動（職業）

①食品の量

②食品の質

③調理法

④調味料

⑤1回の量

⑥食事時間

⑦その他

食
習
慣

栄
養
評
価



•高齢者栄養の特徴とサポート bysachiko

食事の量を
増やせば
いいですか？

おこってから
では遅い！

１、高齢者の低栄養改善は難しい！

解
決
策
そ
の
①

１
日
３
食
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で

食
選
力
（
食
品
の
質
）

調
理
の
工
夫
（
調
理
法
・
味)

口
腔
ケ
ア

便
利
物(

サ
プ
リ
メ
ン
ト
）の
活
用

２、高齢者の食習慣は改善しがたい！

解
決
策
そ
の
②

・食
べ
る
こ
と
に
好
奇
心
を
。

・何
故
好
き
な
の
か
、

食
べ
易
い
の
か
を
探
る
。

・作
る
こ
と
も
老
化
防
止
。

高齢者の“食”の
レパートリーは
意外と狭い！



症状が現れにくい！

いくつもの病気を

抱えていることが多い！

解
決
策
そ
の
③

・将
来
を
予
測
で
き
る
知
識
を
！

・現
実
を
正
し
く
受
け
入
れ
る

余
裕
を
！

※

定
期
的
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
！

４、高齢者は秘密兵器を
持っているかも！

解
決
策
そ
の
④

何
で
も
相
談
で
き
る

・
か
か
り
つ
け
医

・
か
か
り
つ
け
薬
局

※
思
い
込
み
で
続
け
な
い
。

途
中
で
の
チ
ェ
ッ
ク
も
大
切
！

薬･サプリメントの常用 安心 ×

何のために必要か！
本当に必要か！

よく考えて！

大人だけではない、
子どもにも影響するかも！

３、高齢者は自覚症状が乏しい。



５，これからの課題

ともに支えあい、
自分らしく健やかに

暮らせる
鹿児島市民

市民一人ひとりの
健康状態の改善

社会環境の
質の向上

市民

関係
機関

団体

行政日常生活の中で、予防：重症化予防のの原点は、“食”！

社会環境が変わる中、食生活も連動します。

正しい・正しくないとも言えない混沌とした中でも、私たちは“食”の

学びは、多くのふれ合いの中で得られ、それぞれに適した食のあり

方を一緒に探していくサポートが 食のメッセンジャーの使命！



これから拡大していく「超高齢社会」、

それは、現在とどのような違いが起こりうるのか、

研究や報告から新しい日常を予測しながらも、自分

自身に来るべき明日は、“食を楽しむ”ゆとりを忘れ

ないものでありたいものです。

何故なら、“食”は『ゆりかごから墓場まで』の

幸せの原点ですから。

MAT-JP-2504452-1.0-07/2025
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